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志木市の国民健康保険医療費の推移① 

 



医療費の推移① 
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医療費の推移② 



疾病大分類別入院医療費の推移                     
（平成23～25年） 

 



 疾病大分類別入院外医療費の推移                 
(平成23～25年度) 



志木市国民健康保険 
人工透析患者の状況について 
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事業内容および 

今後のスケジュールについて 
 

生活習慣病重症化予防対策事業 
（糖尿病性腎症重症化予防） 





【事業概要】 

○ 国保連合会における共同事業として、ＫＤＢを活用のうえレセプト及び健診データの分析を行い、効果的な保健事業の実施と 
  その評価を行うシステムを構築する。モデル事業として、まずは「糖尿病性腎症」の重症化予防を実施。 
   実施内容はすでに成果を上げている広島県呉市の取組を参考にしつつ、埼玉県では、①全県展開、②糖尿病以外の対策につい 
  ても保険者の判断で実施可能の取組を目指す。 
○ 平成２６、２７年度はモデル事業を実施し、平成２８年度からの本格運営を目指す。 
○ 県の調整交付金を活用する。 

【今回の事業イメージ】 

生活習慣病重症化予防対策共同事業概要 

糖尿病性腎症の重症化予防のプログラムを策定 

 （医師会、専門医、保険者、県立大学、県による）                  
○ハイリスク者抽出基準 ・生活指導の内容 ・評価基準を策定 など 
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【糖尿病性腎症重症化予防事業の効果（平成２２年度呉市の取組みから）】 
○ 年間約８５０万の費用対効果を見込むことができる。 

 ・ 糖尿病ステージＶ（透析療法期）の患者の年間１人あたり医療費は約５００万円であるのに対しステージⅣ以下の患者で
は約５０万円。したがって、ステージⅤに移行させなければ年間１人あたり約４５０万円の医療費削減効果がある。 
 ・ 呉市の当該事業費は被保険者数が約５４，０００人で約９５０万円である。 
  （５００万円－５０万円）×４人－９５０万円＝８５０万円の効果。 
 
 
  ・ 取組を継続して透析移行を翌年度以降も防止することによって、更なる累積効果が期待できる。 
○ 日常生活の負担を軽減し、ＱＯＬを向上させることができる。 

 ・ 透析に移行した場合、週３回の通院が強いられ、食事制限も行われる。 

※未介入時透析移行者数（予測）…   呉市では例年ステージⅣ以下の者の６～７％が透析に移行していた。当該取組は、５０人を対象に行ったため、 
                       保健指導等介入しなければ５０人×７％≒約４人が透析に移行したと考えられる。 

※ 

      



生活習慣病重症化予防対策共同事業の内容 

国保連 保険者 
地区医師会 

（かかりつけ医） 

レセプト・健診データ
の分析 

ハイリスク者リストを
医療機関に送付 

リストの中からプロ
グラム参加者を選
定 

選定者あてプログラ
ム参加通知の送付 

保健事業の策定・実施 
6か月間の生活指導 

食事、運動の制限
値など生活指導に
必要な取組を指示 

事業の検証、評価 

❹ 

埼玉県 

糖尿病性腎症の重
症化予防プログラム
を策定 

・ハイリスク者基準 
・生活指導内容 
・評価基準等 

策
定 

❶ 

レセプト・健診データ
からハイリスク者を
抽出 

未受診者及び治療
中断者へ受診勧奨 

実施にむけて協議 実施要綱等の 
策定・通知 

❷ 

共同事業への参加 

❸ 

❺ 

❻ 

❼ 

○標準プログラムの作成 
○医療ネットワークの構築 
○共同事業への支援 

○予算計上 
○共同事業の事業計画策定 
○業者選定 
○事業全体のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理 

○予算計上 
○地区医師会との協議・検討 
○個人情報の取扱い 
○衛生部門との連携 

○保健事業参加者の選定 
○保健師への指示 

共同事業① 

共同事業② 
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平成２６年９月補正予算（積算内容） 
         
         
           
       
  
       
  
        
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容 

① 国保被保険者数 

② 特定健診受診者数 

③ レセプト件数 

④ 事業運営への支援 

⑤ レセプトデータ化 

⑥ 特定健診データ化 

⑦ ＫＤＢ突合データ分割ツール 

⑧ 名簿作成 

⑨ 通知文書雛型作成 

⑩ 電話勧奨（非医療職） 

⑪ 電話勧奨（医療職） 

⑫ 訪問勧奨（医療職） 

⑬ 名簿作成 

内容 

⑭ 通知文書雛型作成 

⑮ 受診勧奨通知文書 

⑯ 生活指導文書 

⑰ 事前打ち合わせ 

⑱ 生活指導対象者選定 

⑲ 電子媒体授受用 

⑳ 通知文等の納品用 



生活習慣病重症化予防対策事業 
補正予算見込み額 

• ④～⑳の合計額 

        ４，９２４，９８８円（４，９２５千円） 

 
８ 款 保健事業費 ２ 項保健事業費 １ 目保健衛生普及費 

 １ 保健事業に要する経費 ２ 国保保健事業 

 １９節 負担金補助及び交付金 

 ０１負担金  ０１生活習慣病重症化予防対策事業分担金 

 

【財源】 ６－２－１ 生活習慣病重症化予防対策事業分担金 

           ４，９２５，０００円（県調整交付金） 

 


